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特定取引所金融商品市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則 

 

(実施)令和 8. 3.19 

 

（目的） 

第１条 この規則は、特定取引所金融商品市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例（以下「特例」と

いう。）に基づき、本所が定める事項について規定する。 

 

（シンジケートカバー取引の報告に関する規則の読替え） 

第２条 特定取引所金融商品市場におけるシンジケートカバー取引の報告に対するシンジケートカバー取

引の報告に関する規則第２条第１項第１号の規定の適用については、同号中「募集又は売出し」とあるの

は「募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等」と、「売出し

を行う」とあるのは「売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等を行う」とする。 

 

（正会員における注文管理体制に関する規則の読替え） 

第３条 特定取引所金融商品市場における正会員の注文管理体制に対する会員における注文管理体制に関

する規則第３条第１項第２号の規定の適用については、同号中「顧客の資力及び属性」とあるのは「顧客

の資力及び属性、当該顧客が法第 117条の２第１項に規定する特定投資家等であること（特定取引所金融

商品市場における有価証券の買付けの受託を行う場合に限る。）」とする。 

 

（安定操作取引についての定款第59条に関する理事会決定の読替え） 

第４条 特定取引所金融商品市場における取引の信義則に対する安定操作取引についての定款第 59 条に関

する理事会決定の規定の適用については、同１中「募集（50 名以上の者を相手方として行うものに限る。

以下同じ。）又は売出し（役員又は従業員に対する新株予約権の発行その他のストック・オプションと認め

られるものの付与に係る募集又は売出しを除く。）に係る有価証券」とあるのは「募集（50 名以上の者を

相手方として行うものに限る。以下同じ。）若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘（50 名以上の者

を相手方として行うものに限る。以下同じ。）若しくは特定投資家向け売付け勧誘等（役員又は従業員に対

する新株予約権の発行その他のストック・オプションと認められるものの付与に係る募集若しくは売出し

又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を除く。）に係る有価証券」と、「時価

新株予約権証券の募集又は売出しの場合には上場株券又は上場時価新株予約権証券、時価転換社債型新株

予約権付社債券の募集又は売出しの場合には上場株券又は上場時価転換社債型新株予約権付社債券」とあ

るのは「時価新株予約権証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け

売付け勧誘等の場合には上場株券又は上場時価新株予約権証券、時価転換社債型新株予約権付社債券の募

集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の場合は上場株券

又は上場時価転換社債型新株予約権付社債券」と、同１(3)及び(4)中「本邦以外の地域において行われる

募集又は売出しに係るものに限る。」とあるのは「本邦以外の地域において行われる募集若しくは売出し

又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係るものに限る。」とする。 
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（正会員の決済の繰延べの取扱い） 

第５条 正会員が特例第５条第３項に規定する機構非取扱有価証券の引渡しの繰延べを行った場合におけ

る当該繰延べに係る機構非取扱有価証券の引渡しは、当該機構非取扱有価証券の引渡しを繰り延べた日か

ら起算して４日目の日までに行うものとする。ただし、決済の当事者である正会員が合意した場合には、

この限りでない。 

 

（流動性プロバイダーの義務） 

第６条 特例第14条に規定する施行規則で定める義務とは、次の各号に掲げる義務をいう。 

(1) 流動性プロバイダーの指定を行った上場会社の発行する有価証券に係る売呼値及び買呼値を行う

よう努める義務 

(2) 円滑な取引成立の観点から、値段等の取引条件を勘案して正会員が適当と判断する範囲内で、既

に行われている前号の有価証券に係る呼値に対当する呼値を行うよう努める義務 

 

付 則 

１ この規則は、令和８年３月19日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、本市場の売買は、令和８年６月１日以後の本所が定める日からとする。 

(注)「本所が定める日」は、令和８年６月 30日 


